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「第２次さいたま市環境基本計画」の中間見直しによる
１．「第２次さいたま市環境基本計画」改定素案
２．「さいたま水と生きものプラン」改定素案

についてご審議いただくもの

2審議事項



１．「第２次さいたま市環境基本計画」改定素案（概要）
について

3

（１）計画体系の見直し
（２）計画内容の見直し



（１）計画体系の見直し
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同計画の計画期間

（１）計画体系の見直し①

「第２次さいたま市環境基本計画」（令和３年３月）は、環境の保全・創造に関する施策を総合的・計画的に推進するための総合計画

令和３年度から令和１２年度までの１０年間
計画期間の中間時期（令和７年度）に、環境分野の国内外の動向や本市を取り巻く状況を踏まえ中間見直しを実施

「第２次さいたま市環境基本計画」（現行計画）及び関連する各計画の体系

さいたま市環境基本条例

第４次さいたま市一般廃棄物処理基本計画
（食品ロス削減推進計画・生活排水処理基本計画）

関連計画との整合

 都市計画マスタープラン
 緑の基本計画
 見沼田圃基本計画
 都市景観形成基本計画
 農業振興ビジョン
 産業振興ビジョン

など

さいたま市総合振興計画

R3

計画開始年度
R7

中間見直し
R12

目標年度

根拠

施策の方向づけ
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第２次さいたま市環境基本計画
(環境教育等行動計画）

連携

貢献 貢献

さいたま市地球温暖化対策実行計画
(区域施策編・事務事業編）

気候変動適応計画

別冊
さいたま水と生きものプラン

（生物多様性地域戦略・流域水循環計画）

別冊

相互に密接な関係を有する
生物多様性と水循環に係る
取組を一体化して基本計画
に別冊化

緩和策と適応策を一体的に
取り組むことで、温暖化対
策を総合的・計画的に推進

するため内包化

温暖化対策は環境・経済・社会
の側面に関係。環境分野の様々
な施策に方向付けを行う必要性
から、基本計画に吸収・一体化

本市特有の豊かな自然環境を維持す
るため、温暖化対策と両輪で進めて
いく必要があるため、基本計画に吸
収・一体化



6（１）計画体系の見直し②
「第２次さいたま市環境基本計画計画」（現行計画）を取り巻く国際社会及び国の動向
●温暖化対策
− 気候変動に関する政府間パネルが「第６次評価報告書」を策定（令和３年〜令和５年）。

「産業革命以前と比較して世界全体の気温上昇を1.5℃に抑制するために、2030年までに
温室効果ガスの大幅削減が必要」と提言

− 国が新たな「地球温暖化対策計画」を策定（令和７年２月）。従前の2030年度目標値に加
え、新たに「2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ
60％、73％削減することを目指す。」を設定

●生物多様性保全施策
− 2021G7コーンウォール・サミットにおいて、G7首脳共同声明附属文書として「G7 2030

年自然協約」に合意（令和３年６月） 。30by30目標へのコミットを確認
− 生物多様性条約COP15において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択（令和４

年12月）。30by30目標がグローバルターゲット化
− 国が「生物多様性国家戦略2023−2030」が閣議決定（令和５年３月）。「2030年ネイ

チャーポジティブ」の実現のための目標の一つとして30by30目標を位置づけ
●水循環施策
− 国が「水循環基本計画」を改定（令和４年、令和６年）。

・令和４年改定において、地下水マネジメントを一層推進するため、「地下水の適正な保
全及び利用」を流域マネジメントの一環として重点取組事項に位置付け

・令和６年改定において、「代替性・多重性等による安定した水供給の確保」、「最適で
持続可能な上下水道への再構築」、「2050年カーボンニュートラル等に向けた地球温暖
化対策の推進」、「健全な水循環に向けた流域総合水管理の展開」が重点取組事項とさ
れ、政府が総合的・計画的に講ずべき10の施策を設定

●循環型社会形成
− 国が「第５次循環型社会形成推進基本計画」を策定。循環経済（サーキュラーエコノ

ミー）への移行を重要政策課題と位置付け

●気候変動適応策
− 国が「気候変動適応計画」を策定（令和３年10月）。国、自治体等各主体の基本的役割や、

あらゆる関連施策に気候変動適応を組み込むこと等７つの基本戦略を提示

①世界的・国家的目
標を踏まえ、従前の
施策・取組の更なる
多様化・専門詳細化

②確実な目標達成に
向けた進捗管理の
徹底

国の動向を注視しつ
つ、引き続き、講ず
べき施策・取組の方
向性の具体化に向け
た検討

本市の対応の方向性



（１）計画体系の見直し③
「第２次さいたま市環境基本計画」及び関連する各計画の体系見直し
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以上を踏まえ、全体の計画体系を次のとおり見直す。
温暖化対策、生物多様性保全施策、水循環施策
・基本理念を環境基本計画に存置し、同計画による進捗管理も行うことで全体の整合性を確保しつつ、従前の施策・取組が更に

多様化・専門詳細化することになる点を踏まえ、個別具体の施策・取組及びその評価指標の設定等については、基本計画から
切り出し、それぞれの個別計画に位置付ける。

気候変動適応策、循環型社会形成
・講ずべき施策・取組の方向性について、引き続き、様々な分野に係る施策との調整を図りながら、具体化に向けた検討を行う

必要がある点を踏まえ、環境基本計画に位置付ける。
廃棄物対策
・非常に重要な分野である点を踏まえ、環境基本計画による進捗管理も行うことで、環境政策全体の整合性を高める。

さいたま市環境基本条例

第４次さいたま市一般廃棄物
処理基本計画

（食品ロス削減推進計画・
生活排水処理基本計画）

関連計画との整合

 都市計画マスタープラン
 緑の基本計画
 見沼田圃基本計画
 都市景観形成基本計画
 農業振興ビジョン
 産業振興ビジョン

など

さいたま市総合振興計画

根拠

第２次さいたま市環境基本計画（環境教育等行動計画）

さいたま市地球温暖化対策実行計画
(区域施策編・事務事業編)

さいたま水と生きものプラン
（生物多様性地域戦略・流域水循環計画）

連携

貢献
貢献

気候変動適応計画

さいたま市地球温暖化対策実行計画

さいたま水と生きものプラン

環境政策全体の視点から管理・推進

新たに、基本計画の基本
目標の達成に向けて実行
する根拠計画と位置づけ、
基本理念は基本計画に記
載

引き続き
・緩和策と適応策を一体的に推進。
・施策推進に必要な適応策の具体化に向

けた検討も含め、実態把握を進めなが
ら施策の先鋭化を行う必要があるため、
基本計画に存置

基本理念は基本計画に存置し
つつ、多様化・専門詳細化す
る個別の施策の計画・実行・
KPIについては、個別の計画に
位置付けるとの役割分担

第４次さいたま市一般廃棄物
処理基本計画



（２）計画内容の見直し
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見直し概要見直し後計画現行計画
（計画体系の見直し）【前述】第１章 計画の基本となる事項

（略）
第１章 計画の基本となる事項
（略）

時点修正第２章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題
（略）

第２章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題
（略）

時点修正第３章 望ましい環境像と基本目標
（略）

第３章 望ましい環境像と基本目標
（略）

基本目標２については循環経済への移行を、
基本目標３についてはネイチャーポジティ
ブ及び健全な水循環の実現を、それぞれ目
指すものとして一部改定

第４章 施策の展開
１ 施策体系
２ 施策

基本目標１〜５

第４章 施策の展開
１ 施策体系
２ 施策

基本目標１〜５
時点修正第５章 重点施策

（略）
第５章 重点施策

（略）

基本目標及び計画体系の見直し等を踏まえ、
・施策の柱及び施策の見直し
・施策を直接管理・推進する計画を整理

第６章 施策の推進
１ 基本目標２
２ 基本目標４
３ 基本目標５

（計画体系の見直し
⇒ 気候変動適応計画のみ存置）【前述】

第７章 さいたま市気候変動適応計画さいたま市地球温暖化対策実行計画 【包含】
第１章〜第８章 （略）
第９章 さいたま市気候変動適応計画
第１０章・第１１章 （略）

時点修正第８章 計画の推進
（略）

第６章 計画の推進
（略）

（計画体系の見直し）【前述】さいたま水と生きものプラン 【包含】
（略）

（２）計画内容の見直し① 9

「第２次さいたま市環境基本計画」の計画内容の見直し（全体像）
令和３年３月策定以降の社会経済情勢の変化を踏まえ、計画体系の見直し（前述）や時点修正を行うとともに、各基本目標並びに
関連する施策の柱及び各施策について所要の見直しを行う。

P.10において、基本目標、施策の柱及び施策の改定並びに施策を管理・推進する計画についての全体像を整理



施策施策の柱基本目標

全項目

省エネルギー化の推進1-1基本目標１
地球温暖化の問題に地域から行動
し、脱炭素社会を実現する 持続可能なエネルギー政策の推進1-2

環境未来都市の実現1-3

気候変動への適応1-4

2-1-12-1-4 サーキュラーエコノミー産業廃
棄物の３Ｒの推進

2-2-12-2-4 産業廃棄物等の適正処理循環利
用の推進

2-1-1〜2-1-3、2-2-1〜2-2-3、2-2-5
（一般廃棄物・災害廃棄物関係）

循環型社会【社会経済システム】の確立
３Ｒの推進による廃棄物の減量2-1

基本目標２
ともに取り組み、参加する、めぐ
るまち（循環型都市）を創造する

循環型社会【廃棄物処理システム】の確立
廃棄物の循環利用と適正処理の推進2-2

全項目

生物多様性健全な生態系と水循環の保全と再生3-1基本目標３
ネイチャーポジティブと健全な水
循環の実現
自然と共生し、多様ないのちが息
づくまちを実現する

自然資源を活用した課題解決と行動変容の促進
緑の保全と創出3-2

水環境の保全と活用様々なステークホルダーの
協働による活動の推進3-3

4-1-1 大気汚染物質対策の推進
4-1-2 交通環境対策の推進
4-1-3 騒音・振動・悪臭対策の推進
4-1-4 化学物質対策の推進
4-2-14-3-1 都市景観の保全
4-2-24-3-2 歴史的・文化的環境の保全

4-2-1〜4-2-4（水質の保全関係）

大気質の保全・交通環境対策4-1基本目標４
安全で誰もが暮らしやすい生活環
境を実現する 水質の保全4-2

景観の保全4-2
4-3

5-1-1 学校における環境教育・環境学習・情
報発信の推進

5-1-2 公民連携による環境に配慮した行動の
推進市民等の環境学習の推進

5-1-3 市民が取り組む環境活動の推進
5-1-4 気候変動に伴う様々な影響への適応策

の推進
5-2-1 環境保全の取組の推進

環境活動の促進
5-2-2 国際協力の推進

環境教育・環境学習の推進5-1
基本目標５

すべての主体が手を取り合い、環
境の保全と創造に意欲的に取り組
むまちを実現する

事業者との協働による環境保全活動の促進5-2

さいたま市地球温暖化
対策実行計画

(区域施策編・事務事業編)

さいたま水と生きもの
プラン

・第４次さいたま市一般
廃棄物処理基本計画

・さいたま市災害廃棄物
処理計画

行動変容を促進

（注）赤字：加除修正
 ：変更後の文言

10（２）計画内容の見直し②

重点施策１
地域循環共生圏

重点施策２
スマートシティ

重点施策３
ごみの３Ｒ

重点施策４
廃棄物処理体制

重点施策５
ｴｺﾛｼﾞｶﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

重点施策６
環境教育活動

一部の施策を他の
計画で管理・推進

「第２次さいたま市環境基本計画」（中間見直し）に規定する基本目標、施策の柱及び管理・推進する施策



サーキュラーエコノミーの推進

産業廃棄物等の適正処理の推進

計画目標目標指標
２回

（令和12年度）
サーキュラーエコノミーに係るイベン
ト等によるマッチング機会創出の回数2-1

2-1 資源循環型【社会経済システム】の確立

2-2 資源循環型【廃棄物処理システム】の確立

11（２）計画内容の見直し③
各基本目標及び施策体系の見直し（基本目標２、基本目標３）

循環経済の観点を取り入れるとともに、中間見直しによる一般廃棄物処理基本計画等の位置づけと整合させるもの。

周辺自治体との連携、市内事業者に対する情報提供・啓発、市民への普及啓発

排出事業者・処理業者への適正処理指導等、不法投棄対策・不適正処理業者指導、
有害廃棄物対応、再生資源物屋外保管業者等への適正処理指導

計画目標目標指標
100件

（令和12年度）不法投棄情報通報協定件数2-2

健全な生態系等の保全、グリーンインフラの活用、ネイチャーポジティブ経済への移行など、生物多様性の取組を推進するもの。

基本目標２ ともに取り組み参加するめぐるまち（循環型都市）の創造

計画体系の見直しにより、施策は全て「さいたま水と生きものプラン」により
管理・推進

3-1 健全な生態系と水循環の保全

基本目標３ ネイチャーポジティブと健全な水循環の実現

〇本市の課題
• ３Ｒの推進等について、現状環境分野に特化した産業廃棄物処理業者との連携が多く、製造業など経済分野との結び付きが弱いこと

から、分野を横断した市内産業業者等に対する情報共有や、マッチングなど行う必要がある。

〇本市の課題
• 本市内の森林と耕作地の面積は減少傾向にあり、樹林は約40％以上(2015年比)減少している。ネイチャーポジティブの実現には、水と

緑がまとまった環境が残る地域で生態系の保全が図られるため、自然保護を含めた生物多様性の取組を推進していく必要がある。

3-2 自然資源を活用した課題解決と行動変容の促進

3-3 様々なステークホルダーの協働による活動の推進



計画目標目標指標
4,100人

（令和12年度）環境イベント来場者数5-1
10回

（令和12年度）市と事業者が連携して実施する公民連携による環境教育の回数5-1
3回

（令和12年度）地域課題を通して環境について地域で考える機会の創出5-1

5-1 環境教育・環境学習の推進

計画目標目標指標
55％

（令和12年度）SDGｓ認証企業が設定するチャレンジSDGｓの達成率5-2

環境保全の取組の推進

国際協力の推進

12（２）計画内容の見直し③

基本目標５ すべての主体が手を取り合い、環境の保全と創造に意欲的に取り組むまちを実現する

各基本目標及び施策体系の見直し（基本目標５）

環境教育・環境学習・情報発信の推進
学校における環境教育・環境活動への支援、市民への環境教育・環境活動の促進、環境に関する
情報発信の促進

公民連携による環境に配慮した行動の推進
環境学習の支援

市民が取り組む環境活動の推進
市民が体験を共有できる環境活動の促進や地域課題を通じて環境への意識を共有できる場の創出

気候変動に伴う様々な影響への適応策の推進
災害の激甚化・頻発化などの影響に対する適応策の啓発

5-2 事業者との協働による
環境保全活動の促進

事業者への活動支援、事業者の環境配慮の促進

本市の取組の海外への発信、環境保全技術等の途上国等への提供

市民が環境分野に触れる機会を増やすことによる行動変容や、事業者と連携・協働した保全活動・国際協力を推進するもの。

〇本市の課題
• 市民アンケートにより、「地球温暖化対策を行っていない」市民が５割を超えており、９割以上の市民が「イベントや講座など環境に

ついて学習していない」と答えており、環境学習について全庁を横断した取組や企業と連携した普及推進活動は必要不可欠である。



４月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

計画
進行

審議会

庁内
調整

議会

市民
意見

※個別計画化した「さいたま市地球温暖化対策実行計画」及び「さいたま水と生きものプラン」についても同様

令和７年度
第２回 答申

令和７年度
第１回

骨子案作成

戦略会議

議会報告

パブコメ・意見反映

素案作成 計画作成

＜今後の予定＞

１１月１０日（本日） 戦略会議

１１月下旬〜 １２月議会報告

１月上旬〜３月中旬 パブコメ・意見反映

３月下旬 計画策定

計画策定

13（参考）今後のスケジュール



２．「さいたま水と生きものプラン」改定素案（概要）
について

14

桜環境センター 大宮南部
浄化センター

見沼田圃
周辺斜面林



生物多様性保全施策

１. 生物多様性保全・水循環施策の国内外の動向
15

昆明・モントリオール生物多様性枠組（COP15：2022年）

・2030年のネイチャーポジティブ実現と健全な水循環（特に地下水の保全）などの新たな環境の課題に対応
・生物多様性や水環境は地域固有のものとして地方自治体の役割が明確化されたため、本市の地域特性を踏まえた取組を強化

地域生物多様性増進法の施行（令和７年4月）
企業等による地域における生物多様性の増進活動を促進するため
自然共生サイトの制度化及び地方公共団体の役割の明確化
（例）区域の状況に応じた施策の推進、増進活動計画等の作成、

地域生物多様性活動支援センターの開設

水循環基本法の改正（令和3年6月）
・国・地方公共団体の責務に「地下水の適正な保全及び利用に関する基本施策」が含まれることを明確化。
・基本施策に「地下水の適正な保全及び利用」の規定の追加

水循環施策

水循環基本計画の見直し（令和4年・6年の2回）

・安定した水供給の確保 ・持続可能な上下水道への再構築
・地球温暖化対策の推進 ・流域総合水管理の展開

・地下水データベースの構築
・地下水マネジメント推進プラットフォームの設立・運用R4 R6

生物多様性国家戦略 2023-2030 の策定 (令和５年)
国際的枠組を達成に向けて、2030年目標・施策を新たに設定し、
日本が取り組むべき事項を掲げる
(例) 生態系の健全性の回復、生物多様性の価値の認識と行動、

30by30ロードマップ（自然共生サイト認定制度）

生物多様性の急速な損失 ⇒ 愛知目標の2050年ビジョン（自然と共生する世界）達成に向けた2030年ミッションの設定
2030年ミッション：ネイチャーポジティブ（※）の実現

※生物多様性の損失を止め、回復軌道にのせること

本市の取組の方向性



16２. さいたま市総合振興計画及び新実施計画（案）との整合

ネイチャーポジティブの実現
に向けた生物多様性の保全の推進

02-3-1
01

・連携増進活動協議会を設置し、公民学連携
による自然共生サイト認定に向けた取組
（施策の柱１へ）

・人材育成プログラムと環境学習コンテンツ
による、市民への意識醸成のためのイベント
や講座の実施（施策の柱２へ）

・地域生物多様性増進法に基づく地域生物多
様性増進活動支援センターを運営
（施策の柱３へ）

事業
内容

新実施計画（案）

新基本計画
重点戦略１ 戦術1

ゼロカーボンシティの実現と豊かで多様な
自然環境の未来への継承

◆重点ポイント
・ネイチャーポジティブ実現に向けた首都圏

有数の自然環境の保全・活用

ネイチャーポジティブ実現に向けた計画の改定
『総合振興計画（令和７年度改定）』では、ネイチャーポジティブの取組の必要性を「基本計画」で明確化し、
「実施計画」では、既存の生物多様性の保全と水循環の施策について一つに整理・統合し、事業を新設・拡大。

⇒ 『第２次さいたま市環境基本計画』及び『さいたま水と生きものプラン』においても、2050年を見据えた、
2030年までの目標として「ネイチャーポジティブと健全な水循環の実現」を新たに設定。

【主要事業】 自然共生サイトの認定支援・促進（新規）⇒ ｐ.4参照

【主要事業】 生きものモニタリング事業（拡大）⇒ ｐ.5参照

【主要事業】 生物多様性活動支援センターの開設（新規）⇒ ｐ.6参照

その他3つの事業（旧計画からの引継ぎ等）

さいたま水と生きものプラン改定（案）
ポイント① ３本の「施策の柱」における主要事業

 ３本の「施策の柱」に基づく各施策を、「荒川」「市街地」「見沼田圃」
「元荒川」の４エリアごとに展開し、各エリアの施策の方向性に従ったマ
ネジメントを展開

ポイント② エリア別計画の策定

施策の柱１ 健全な生態系と水循環の保全

施策の柱２ 自然資源を活用した課題解決と行動変容の促進

施策の柱３ 様々なステークホルダーの協働による活動の推進

生物多様性の維持・回復・創出、健全な水循環と安全で美しい水の確保

自然の機能を活かした社会活動の解決、ネイチャーポジティブ経済の実践、
水・生きものの恵みを実感した行動

水循環・生物多様性に向けた広域的な連携・協働

基本目標 ネイチャーポジティブと健全な水循環の実現



施策の柱１ 健全な生態系と水循環の保全

17３. ポイント① ３本の「施策の柱」における主要事業

自然共生サイトの認定・管理に向けた
取組の推進、支援（新規）

主要事業

課 題：市内保護エリアが7.6%
対応の方向性：既存の自然共生サイト３か所（※）に加え、民有地エリアも含めた保護区域エリアの更なる拡大

※自然共生サイト
環境省が認定する「民間の取組等により
生物多様性の保全が図られている区域」

〈市内：３か所〉
「桜環境センター」
「大宮南部浄化センター」
「見沼田圃周辺斜面林（埼玉県申請）」

7.6％

2024年
市内保護区域

計画目標目標指標
８件

（令和12年度）
「維持型・回復型・創出型」自然共
生サイトの申請に向けた計画策定数



施策の柱２ 自然資源を活用した課題解決と行動変容の促進
18３. ポイント① ３本の「施策の柱」における主要事業

主要事業 生きものモニタリング事業（拡大）

課 題：継続的に従事する調査員の確保、データ利活用の促進
対応の方向性：生物多様性に関する市民の参加意識の向上

（取組例）『生きものデータベース（DB)』の活用、環境DNAやドローン技術等の新技術導入、
モニタリング調査の継続・強化、みぬま見聞館の拠点化・市民参加型体験イベントの開催

計画目標目標指標
600件

（令和12年度）生きもの調査に参加した市民の延べ人数



施策の柱３ 様々なステークホルダーの協働による活動の推進
193. ポイント① ３本の「施策の柱」における主要事業

主要事業 生物多様性活動支援センターの開設（新規）

課 題：保全活動の重要性は理解しつつ、行動に移す市民・企業数の少なさ
対応の方向性： 『生物多様性活動支援センター（※） 』を開設し、各主体への支援を実施

※新たな施設を整備するものではなく、庁内体制の中で機能としての設置を想定
⇒市民・団体の増進活動等への積極的参加や企業のネイチャーポジティブ経営の機会の創出

生物多様性活動支援センター（機能）生物多様性活動支援センター（機能）

計画目標目標指標
70団体

（令和12年度）
生きもの調査や保全活動に参加した企業・団体の数



203. ポイント① ３つ施策の柱における主要事業
各主要事業のつながり

新設「生物多様性活動支援センター」の中間支援がもたらす様々な主体への効果(行動変容)
・自然共生サイト認定申請に必要なノウハウを提供 ⇒ 市民・企業等が知見を得ることにより、新たな指導者を創出
・モニタリングサークルの立上げ、イベント実施等 ⇒ 生物多様性保全への関心を高め、モニタリング調査への参加を促進
センターの中間支援により様々な主体がもたらすセンターへの貢献効果(センター補完効果)
・モニタリング調査員による継続的な調査の実施 ⇒ 調査データを活用した生きもの分析の高度化、情報発信の充実
・人材育成プログラムの実施 ⇒育成された人材による主体的な取組が間接的にセンター運営を支える役割として寄与



エリアマネジメントの展開（地域の特色に応じた生態系管理）

21

市街地エリア市街地エリア

見沼田圃エリア見沼田圃エリア

元荒川エリア元荒川エリア

荒川エリア荒川エリア

etc…

施策の柱１
健全な生態系と
水循環の保全

施策の柱２
自然資源を活用した

課題解決と
行動変容の促進

施策の柱３
様々なステーク

ホルダーの協働に
よる活動の推進

４. ポイント② エリア別計画の策定

本市は、中心に市街地、両端に荒川や見沼田圃を中心とした自然エリアが広がり、エリアごと地形や土地活用などに
特色のある生態系が存在

⇒ ３本の「施策の柱」に基づく各施策を、次の４エリアごとに展開し、各エリアの施策の方向性に従った
マネジメントを展開

エ
リ
ア
ご
と
に
展
開

荒川流域に広大な緑の空間や農
地が広がり、サクラソウやミド
リシジミなどの希少種が多く生
息している

Ｐ.２２ 参照

氷川参道等の緑地が存在するも
のの、緑は少なめで宅地が多い
ため、水辺環境との生態系ネッ
トワークが形成されにくい

Ｐ.２３ 参照

大規模緑地空間である見沼田圃
が広がり、気候調整機能や雨水
貯留機能にも優れ、多くの貴重
な生きものが生息している

Ｐ.２４ 参照

樹林地等の緑と元荒川や綾瀬川
による生態系ネットワークが形
成され、残された農地では多く
の農産物が育てられている

Ｐ.２５ 参照



荒川エリア〜荒川が支える水と緑と生物多様性〜

22

・広大な緑の空間を抱える荒川、桜並木の美しい鴨川やびん沼川が巡り、豊か
な水に支えられる農地も広がっており、これらの河川と農地が一体となった環
境を維持しすることが生物多様性の保全の観点からも重要である
・重要となる緑の拠点が残るが、これらの維持管理が課題
・営農環境の悪化等による農地や緑地の減少に伴う荒れ地・遊休農地の増加
・「さいたま市桜環境センター」が自然共生サイトに認定されるなど、啓蒙活
動や保全活動などへ意識・行動を促す役割をより一層求められる
・ボランティアなど保全活動などに参加を促す必要がある

施策の柱１

健全な生態系と
水循環の保全

施策の柱２

自然資源を活用した
課題解決と

行動変容の促進

施策の柱３
様々な

ステークホルダーの
協働による
活動の推進

農地と河川の連続性を維
持し、湧水環境及び水源
でもある荒川につながる
健全な水循環を維持する

荒川が支える生物多様性
や生態系ネットワークに
触れ、市民が環境に触れ
あう場を創出し、水や生
きものの恵みを実感した
行動変容を促進する

市民や事業者との各種環
境イベントを連携・協働
して開催する

施策の
方向性

荒川エリアの特徴と課題

ポイント②エリア別計画の策定【参考資料】



市街地エリア〜都市環境の緑による生態系ネットワークの形成〜
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・公共の緑、宅地等における緑地が充実しているものの、本市の中では緑が少
ないため、水辺環境や緑地帯とを繋ぐ生態系ネットワークの形成が必要である
・都市部の緑地は景観や人の快適さが優先され、植栽等に外来種を多く用いる
傾向があり、生物多様性を在来種で維持する必要がある
・氷川神社や大宮公園など多くの緑地を有しているものの、グリーンインフラ
機能を更に活用するためには、緑地を増やす必要がある
・環境にやさしいライフスタイルや保全活動等を行っている人や企業はあるも
のの、さいたま市のポテンシャルからするとさらに増やす必要がある

施策の柱１

健全な生態系と
水循環の保全

施策の柱２

自然資源を活用した
課題解決と

行動変容の促進

施策の柱３
様々な

ステークホルダーの
協働による
活動の推進

水辺や街路樹を活用した
生き物の生息空間を保全
する

緑地によりヒートアイラ
ンド現象の緩和や内水氾
濫の抑制をはかる。

環境にやさしいライフス
タイルが選択され、企業
や市民と連携して緑が整
備され、これを保全する

施策の
方向性

市街地エリアの特徴と課題

ポイント②エリア別計画の策定【参考資料】



見沼田圃エリア〜都市環境の緑による生態系ネットワークの形成〜
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・見沼田圃を中心とした緑のネットワークが住宅地の中に広がっており、さい
たま市の顔となる緑の資源が集まるため、これらの環境を拡大する必要がある
・緑による気候調整機能が発揮されており、雨水貯留機能や、暑熱環境の緩和、
がされているため、現在の斜面林や農耕地等の緑地を維持拡大する必要がある
・象徴的な自然が市の観光資源となり、地域への愛着の醸成、自然体験の場と
なっているが、知名度・愛着の定着度に今後も力をいれていく必要がある
・農耕地は広いものの、農薬の使用や冬期湛水する水田も多いため、生物多様
性を考慮し環境に負荷を与えない環境保全型農業を増加させる必要がある

施策の柱１

健全な生態系と
水循環の保全

施策の柱２

自然資源を活用した
課題解決と

行動変容の促進

施策の柱３
様々な

ステークホルダーの
協働による
活動の推進

見沼田圃等の生物多様性
上、グリーンインフラ機
能上重要な拠点を保全す
る

象徴的な自然を維持し、
市の観光資源とするとと
もに、住民の地域への愛
着を醸成し、環境に配慮
した事業活動や行動を促
進する

環境保全型農業体験や遊
休農地の有効活用を通じ
て、身近な自然における
自然体験・環境学習の機
会を整備する

施策の
方向性

見沼田圃エリアの特徴と課題

ポイント②エリア別計画の策定【参考資料】



元荒川エリア〜都市環境の緑による生態系ネットワークの形成〜
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・樹林地と畑地、住宅地が混在し、元荒川と綾瀬川の河川による生態系ネット
ワークが形成されており、その環境を今後も維持していく必要がある
・本市においては自然環境が多く残されているエリアではあるものの、保護地
域の割合が低いため、その保護地域を拡大できるポテンシャルを活かす必要が
ある
・緑地が多いことから気候調整や洪水調節等、健全な水循環がなされているが、
今後の異常気象に備え、グリーンインフラ機能のさらなる活用が求められる
・米や花卉の他にもクワイやヨーロッパ野菜など、多種多様な農産物が育てら
れており、生物多様性の維持のために農耕地の維持拡大が必要となる

施策の柱１

健全な生態系と
水循環の保全

施策の柱２

自然資源を活用した
課題解決と

行動変容の促進

施策の柱３
様々な

ステークホルダーの
協働による
活動の推進

農地や水辺の連続性を確
保することで水循環と生
物の生息場を維持する

米や花卉を含む多種多様
な作物の生産の促進や優
良な農地の保全により農
地の多面的機能を発揮す
る

市民や事業者との各種環
境イベントを連携・協働
して開催する

施策の
方向性

元荒川エリアの特徴と課題

ポイント②エリア別計画の策定【参考資料】


